
報告第４号 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したの

で、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年２月２０日 提出  

 

                    京田辺市長  上 村  崇   

 

 

 

 

記 

 

令和５・６年度継続施行防災施設整備事業に伴う第１期造成工事請負契約の

一部変更契約 

 

 



専 決 処 分 書 

 

令和５・６年度継続施行防災施設整備事業に伴う第１期造成工 

事請負契約の一部変更契約 

 

令和５・６年度継続施行防災施設整備事業に伴う第１期造成工事請負契約の

一部を下記のとおり変更し、契約を締結する。 

 

  令和６年１月２５日 

 

京田辺市長  上 村  崇   

 

記 

 

１ 契約の目的 

 令和５・６年度継続施行防災施設整備事業に伴う第１期造成工事 

２ 契約の金額 

（１）変更契約金額（変更後の総契約金額） ４１３，１９７，４００円 

（２）変更による増額金額          １３，２８１，４００円 

３ 契約の相手方 

 奥村・東特定建設工事共同企業体 

代表者  住所  京都市中京区烏丸通二条下る秋野々町５１３番地 

  氏名  株式会社奥村組京滋営業所 

      所長 土屋 勝弘 

構成員  住所  京田辺市多々羅東平川原３０番地 

  氏名  株式会社東建設 

      代表取締役 川崎 繁明 

４ 変更契約締結日 

   令和６年１月２６日 



変更金額：１３,２８１,４００円（増額）

【変更理由】

受注者希望型ＩＣＴ活用工事対象である本工事において、
受注者からＩＣＴ活用工事計画書の提出・協議により、そ
れらに係る費用を増額するもの。

ＩＣＴ掘削 Ｖ＝５,１００m3

ＩＣＴ盛土 Ｖ＝６,５００m3

3次元起工測量・設計データ作成費 一式

3次元出来形管理・設計データ納品費 一式

ICT施工範囲




